第５期健康かしわら２１計画策定委員公募要領

１　目　的

　この要領は、「柏原市まちづくり基本条例」の規定により健康かしわら２１計画策定委員会委員の公募にあたり、必要な事項を定めるものです。

２　公募の趣旨
　
　柏原市では、全ての市民の皆様が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現を目指すことを目的に、令和３年度に策定した「第４期健康かしわら２１計画」が令和８年度に最終年度を迎えることから、令和９年度から令和１８年度までの１０年間を対象とした第５期健康かしわら２１計画策定の準備を進めているところです。

　第５期健康かしわら２１計画の策定にあたり、市民の皆様のご意見をお聞きし、主体的に取り組んでいただける計画とするため、第５期健康かしわら２１計画策定委員会の委員を募集いたします。

３　活動内容

　第５期健康かしわら２１計画策定委員として委嘱を受けた後、市民の健康増進を図ることを目的として策定する第５期健康かしわら２１計画に関する事項について、調査、審議をいただきます。

　会議の開催回数は３回程度を予定しておりますが、状況により会議回数が増減する場合があります。なお、１回あたりの会議時間は２時間程度を予定しています。

４　募集人数

　２名程度

５　応募資格

　柏原市在住・在勤または在学中で年齢が令和８年３月３１日現在、満１８歳以上の方

６　任　期

委嘱した日から計画策定完了の日（令和９年３月末）まで

７　報　酬　等

　第５期健康かしわら２１計画策定委員会出席者には、所定の委員報酬をお支払いします。

８　応募方法

　応募期間内に次に掲げる書類各１部を健康部健康づくり課（柏原市役所２階２１番窓口）へ持参、郵送または電子メールにより応募してください。

　応募用紙は健康づくり課にあります。また、市のホームページからもダウンロードできます。

（１）応募用紙（様式は別紙）

（２）小論文　　「生涯を通じて健康でいるために心がけていること」

　上記について、所定の用紙を使い８００字以内で自らの考えをまとめてください。

９　応募期間

　令和８年６月１日（月）～令和８年６月２２日（月）（当日消印有効）

１０　選考

　提出された書類は、次に掲げる項目について審査します。結果については、６月末頃に本人宛に郵送で通知します。

（１）創造性、可能性など

[bookmark: _GoBack]（２）柏原市の健康づくり施策に対する理解度、問題意識

１１　注意事項

（１）提出書類に虚偽が認められた場合は、委員就任後であっても、委嘱を取り消す場合があります。

（２）応募書類は、返却いたしません。

（３）応募に要した費用は、応募者の負担とします。

１２　申し込み・問合せ先

　柏原市健康部健康づくり課（柏原市役所２階２１番窓口）

　〒５８２－８５５５　　柏原市安堂町１番５５号

　TEL：０７２－９２０－７３８１

　Eメール　　kenkofukushi@city.kashiwara.lg.jp
　
